
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和８年４月９日（２０２６．４．９）

【登録番号】意匠登録第１８２２７６５号（Ｄ１８２２７６５）
【掲載公報発行日】令和８年３月２７日（２０２６．３．２７）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２６－０５６

【意匠分類】Ｂ５－９２２
【出願番号】意願２０２５－１０３７８（Ｄ２０２５－１０３７８）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和８年３月２７日（２０２６．３．２７）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８２２７６５号（Ｄ１８２２７６５）
（２４）【登録日】令和８年３月１８日（２０２６．３．１８）

（５４）【意匠に係る物品】インソール
（５２）【意匠分類】Ｂ５－９２２
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１５）Ｃｌ．２－０４

【Ｄターム】Ｂ５－９２２ＶＺＡ
（２１）【出願番号】意願２０２５－１０３７８（Ｄ２０２５－１０３７８）
（２２）【出願日】令和７年５月２７日（２０２５．５．２７）

（７２）【創作者】
【氏名】伊藤　哲也

【住所又は居所】東京都渋谷区桜丘町１２番１０号住友不動産渋谷インフォスアネックス１階　株式会社Ｒａ
ｃｂａｋｉ内
（７３）【意匠権者】

【識別番号】５０１３４６０６５
【氏名又は名称】伊藤　哲也
【住所又は居所】東京都渋谷区桜丘町３番１－２６０６号　ブランズ渋谷桜丘

（７４）【代理人】
【識別番号】１００１４１３４６
【弁理士】

【氏名又は名称】潮崎　宗
【審査官】並木　文子　　

（５５）【意匠の説明】「斜視図」及び「平面図」に表された細線は、立体形状を特定するためのものであ
る。実線で表した部分が意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分
とその他の部分との境界のみを示す線である。
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（５６）【参考文献】意登１８１５８５３
（５６）【参考文献】意登１８１５８５４


